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別紙 

 

航空自衛隊准曹士先任制度運用要領 

 

１ 趣旨 

本要領は、航空自衛隊の准曹士先任制度に関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 用語の定義 

本要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 准曹士先任 准曹士隊員等の服務及びその他准曹士隊員に係る事項に関して、部

隊等の長を直接補佐する者をいう。 

 (2) 准曹士先任付 将来、准曹士先任として活躍が期待できる者で、准曹士先任を補

佐する者として配置された者をいう。 

 (3) 編合部隊等准曹士先任候補者 編合部隊等准曹士先任付勤務を経験した者をい

う。 

 (4) 部隊等 編合部隊、編制部隊、編制単位群部隊、編制単位部隊、機関、航空幕僚監

部及び防衛大臣が臨時に編成する部隊をいう。 

 (5) 編合部隊等 編合部隊、補給本部、幹部学校及び航空幕僚監部をいう。  

 (6) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。 

 (7) 准曹士隊員等 准曹士隊員並びに准曹士特技職に配置されている事務官、技官及 

び教官をいう。 

３ 准曹士先任制度の目的 

  准曹士先任制度は、准曹士隊員等の服務及びその他准曹士隊員に係る事項に関して、

部隊等の長を直接補佐することを目的とし、次について推進を図るものとする。 

 (1) 服務指導態勢の充実による規律の維持 

      上級空曹等のリーダーとして、自らによる服務指導のほか、平素から准曹士隊員

等と身近に接する機会が多い准尉や上級空曹に、隊員への各種指導や身上（心情）

把握を適切に行わせ、上下左右の風通しを良くして帰属意識の高揚を図り、服務指

導態勢の充実により規律の維持に寄与させる。 

 (2) 組織の活性化と部隊団結の強化 

准曹士隊員等の代表として、部隊等の長に対し直接助言ができる立場を明確にし、

隊務運営に関与させ、他の准曹士隊員等の業務に対する積極性等を触発してその効

果を順次波及させることにより、組織の活性化と部隊団結の強化に寄与させる。 

 (3) 他自衛隊及び米軍等諸外国軍隊との協力関係の強化 

   准曹士隊員の代表として、他自衛隊及び米軍等諸外国軍隊との交流を活発化させ

ることにより、相互の信頼を醸成し、准曹士レベルの連携、協力関係の充実及び強

化に寄与させる。 



３ 

４ 部隊等の長の職責 

（1) 准曹士先任制度の活用は、各級指揮官の意識及び取組方次第であることを強く認

識するとともに、准曹士先任の職務を十分に理解して、その積極的な活用に当たる。 

 (2) 幹部自衛官を始めとする全隊員に対して本制度の周知徹底を図り、本制度の目的

の達成に当たる。 

５ 准曹士先任の区分及び呼称 

 (1) 准曹士先任は、航空自衛隊准曹士先任、編合部隊等准曹士先任、編制部隊等准曹

士先任、編制単位群部隊等准曹士先任及び編制単位部隊等准曹士先任の５区分と

し、当該部隊等（航空幕僚監部を除く。）の名称を冠して呼称する。 

 (2) 基地司令等の職にある部隊等の長を補佐する准曹士先任は、基地を代表する准曹

士先任として、必要に応じ当該基地名を冠して呼称することができる。 

６ 准曹士先任の職務 

 (1)  部隊等の長は、准曹士先任の区分、部隊特性、基地特性等を踏まえつつ、次に掲

げる各号を基準に補佐させるものとする。 

  ア 准曹士隊員等の服務指導等に関する部隊等の長の意図の徹底に関すること。 

  イ 准曹士隊員等の服務の現状問題点及び身上（心情）の把握並びにその報告及び

処置に関すること。                          

  ウ 准曹士隊員の人事選考等についての助言に関すること。 

  エ 他自衛隊及び米軍等諸外国軍隊との准曹士レベルの交流に関すること。 

  オ その他、特に命ぜられた事項 

 (2) 准曹士先任の職務の細部は、付紙第１に示すほか、部隊等の長が定めるところに

よる。 

 (3) 准曹士先任は、その職務を計画的かつ効果的に実施するため、原則として年度ご

とに業務実施計画を作成し、部隊等の長の承認を受けるものとする。 

 (4) 基地司令等の職にある部隊等の長を補佐する准曹士先任は、基地司令及び基地業

務に関する訓令（昭和４１年航空自衛隊訓令第１号）第４条第１項第４号に規定す

る事項の補佐を併せる。細部は、基地司令等が定めるところによる。 

７ 准曹士先任等の配置及び指定等 

 (1) 准曹士先任 

  ア 部隊等の長は、航空自衛隊の編制に関する訓令（航空自衛隊内訓第３号）別冊

第２（以下「訓令」という。）に基づき准曹士先任を配置するものとする。 

   イ 訓令に准曹士先任の定めのない部隊等においては、部隊等の長の判断により准

曹士先任を指定し、その職務を行わせることができるものとする。 

 

 

 

 



４ 

ウ 配置期間 

区分 配置期間の基準 

航空自衛隊准曹士先任 

編合部隊等准曹士先任 

２，３年 

編制部隊等准曹士先任 

編制単位群部隊等准曹士先任 

編制単位部隊等准曹士先任 

３～５年 

(2) 准曹士先任付 

  ア 編合部隊等の長（幹部学校長を除く。）は、編合部隊等准曹士先任付を配置す

るものとし、細部は、付紙第２のとおりとする。幹部学校については、必要に応じ

て配置できるものとする。 

  イ 部隊等の長（編合部隊等の長を除く。）は、必要に応じて准曹士先任付を指定

できるものとし、細部は、部隊等の長が定めるところによる。 

 (3) 部隊等の長（編制単位群部隊等の長及び編制単位部隊等の長を除く。）は、准曹

士先任及び編合部隊等准曹士先任付の指定又は解除に当たっては、個別命令をもっ

て示すものとする。                                                                             

８ 准曹士先任等の選考 

 (1) 航空自衛隊准曹士先任は、編制部隊等以上の准曹士先任配置者又はその経験者の

中から適任の者を選考する。 

 (2) 編合部隊等准曹士先任は、原則として編制部隊等以上の准曹士先任配置者又はそ

の経験者の中から適任の者を選考する。ただし、適任と判断される場合は、その他

の区分の准曹士先任配置者又はその経験者の中からの選考も可とする。 

 (3) 編制部隊等以下の区分の准曹士先任は、下位若しくは同一の区分の准曹士先任配

置者又はそれらの経験者、適任と判断される者の中から選考する。 

９ 准曹士先任等の経歴管理基準 

 (1) 関連文書によるほか、編合部隊等の准曹士先任として活躍が期待できる者につい

ては、幅広い職責と経歴管理の長期性を考慮し、付紙第３の編合部隊等准曹士先任

等の経歴管理基準により管理する。 

 (2) 編制部隊等の准曹士先任として活躍が期待できる者については、部隊等の特性等

を踏まえ、必要に応じて付紙第３を準用するものとする。 

 (3) 准曹士先任勤務終了者は、准曹士先任勤務で培った豊富な経験及び指導力を生か

し、幹部として勤務することを目標とする。 

10 准曹士先任の配置計画 

  准曹士先任を配置又は指定している部隊等においては、当該部隊における准曹士先 

任の配置又は指定に係る計画（以下「准曹士先任配置計画」という。）を作成し、人事

管理（異動及び昇任）に活用するものとする。細部は、付紙第４のとおりとする。 

 



５ 

11 准曹士先任の集合訓練等 

  部隊等の長は、准曹士先任として必要な知識、技能及び資質を向上させるほか、適 

 任者の育成等のため、集合訓練その他適切な方法により、適宜、所要の訓練等を実施

置者又はそれらの経験者又は適任と判断される者の中から選考する。 

12 准曹士先任識別章 

  准曹士先任に指定された者は、航空自衛官服装細則（昭和３８年航空自衛隊達第３

０号）第１８条の規定に基づき、准曹士先任識別章を着用するものとする。 

13 准曹士先任等の指定状況の送付 

  宛先部隊等の担当者は、准曹士先任及び編合部隊等准曹士先任付の指定状況（以下

が「准曹士先任等指定状況」という。）を付紙様式により、指定状況の変更が生じた都

度、各隷下部隊分を取りまとめ（航空総隊にあっては、各航空方面隊の准曹士先任等指

定状況を除く。）、航空幕僚監部人事教育部人事教育計画課制度班担当者に事務共通シ

ステムによる電子メールにより送付（宛先：aspt1207@aso.mod.go.jp）するものとす

る。なお、准曹士先任等指定状況を航空幕僚監部において取りまとめ、編合部隊等に通

知する。 

14 その他 

  本要領の実施に関し必要な事項は、部隊等の長が定めることができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



付紙第１ 
区分別准曹士先任の職務（基準） 

１ 准曹士隊員の服務指導等に関する部隊等の長の意図の徹底 

２ 准曹士隊員の服務の現状問題点及び身上（心情）の把握並びにその報告及び処置 

 

 航空自衛隊准曹士先任 

(以下「空自准曹士先任」とい

う。) 

編合部隊等准曹士先任 編制部隊等准曹士先任 編制単位群部隊等准曹士

先任（以下「編制群等准

曹士先任」という。） 

編制単位部隊等准曹士先

任（以下「編単隊等准曹

士先任」という。） 

１ ＭＲ等及び各種報告時の指導並びに部隊等の長との懇談（週１回（基準））の機会を捉えた部隊等の長の意図の積極的な把握 

２ 
部隊等の長等の服務指導に係る指示事項の意図及び着意すべき事項等について、各区分の特性に応じ、部隊訪問、各種通信及び朝礼等の手段を活用

し、隷下部隊等の准曹士先任又は准曹士隊員等に説明、伝達（その際、上級空曹等も活用） 

３ 

航空幕僚監部又は編合部隊等が計

画する准曹士先任集合訓練等への

参加による、航空自衛隊の各種施

策及び准曹士隊員等に係る航空幕

僚長の意図等の周知 

部隊等の長の指示等の周知及び隷下部隊等の准曹士先

任との連携を図るため、隷下の准曹士先任集合訓練等

を必要に応じ計画 

部隊等の長の指示等の周

知及び隷下部隊等の准曹

士先任との連携を図るた

め、定期的に意見交換等

を計画 

編単隊等で実施する各種

会議等において、准曹士

隊員等に係る事項につい

て編単隊長等の指示等を

周知 

４ 

上級空曹課程学生に対する講話

（各課程１回基準）及び依頼等に

よる講話の実施 

隷下部隊等からの依頼等による講話の実施  

 空自准曹士先任 編合部隊等准曹士先任 編制部隊等准曹士先任 編制群等准曹士先任 編単隊等准曹士先任 

１ 

部隊訪問等により、部隊等における准曹士隊員等の現状及び問題点を把握 部隊等内を巡回・観察等するとともに、准曹士

隊員等と意見交換を実施し、准曹士隊員等の現

状及び問題点を把握 

２ 

部隊訪問等の結果及び改善施策案等について、直接部隊等の長に報告又は意見具申 観察時等で明らかとなった不具合事項及び改善

施策案等について、直接指揮官等に報告又は意

見具申 

３ 
部隊等の長から指示があった場合、ＭＲ等出席者に対して報告等の内容を説明 編単隊長等からの指示に基づき改善施策等を実

施 

４ 

部隊等の長から准曹士先任間の連携により意図の徹底が指示された場合は前項に準ずる。 上級部隊等から准曹士先任間の連携により上級

部隊等の長の意図の徹底が指示された場合、速

やかに編単隊長等に報告するとともに、准曹士

隊員等に説明及び徹底 

５ 
准曹士隊員等について、必要により本人との面談、他隊員等からの情報収集及び隊員身上票の閲覧等（隊員身上票の閲覧は、作成責任者の許可を得

る。）により身上（心情）把握を実施。また、必要に応じ、上級空曹を活用しつつ、服務指導を実施 

６ 准曹士隊員等の身上（心情）把握の結果及び隷下部隊等からの各種情報に基づき、部隊等の長へ積極的に助言 

６
 



３ 准曹士隊員の人事選考等についての助言 

 

４ 他自衛隊及び米軍等諸外国軍隊との准曹士レベルの交流 

 
５ その他 

 

 

 

 

 空自准曹士先任 編合部隊等准曹士先任 編制部隊等准曹士先任 編制群等准曹士先任 編単隊等准曹士先任 

１ 当該部隊等における准曹士隊員に関する人事選考等（人事評価、昇任、昇給、異動、賞罰等）に関する事項の助言 

２ 准曹士先任及び准曹士先任付の選考に関する事項の助言 

３ 模範空曹招待行事の被招待者の選考に関する事項の助言 

 空自准曹士先任 編合部隊等准曹士先任 編制部隊等准曹士先任 編制群等准曹士先任 編単隊等准曹士先任 

１ 各種行事及び会議等へ参加し、准曹士隊員の服務や後進の育成、その他の准曹士先任に係る事項に関する意見交換の実施 

２ 相互の部隊訪問等による、准曹士隊員の服務や後進の育成、その他の准曹士先任に係る事項に関する意見交換の実施 

 空自准曹士先任 編合部隊等准曹士先任 編制部隊等准曹士先任 編制群等准曹士先任 編単隊等准曹士先任 

１ 業務実施計画の作成 

２ 准曹士先任制度の目的にふさわしい事項（部隊団結の強化等）の実施 

３ 

防衛省、航空自衛隊の

実施する各種行事等へ

参加 

当該部隊等で実施する行事等へ参加 

４ 航空幕僚監部が計画する准曹士先任集合訓練等への参加  

５  上級部隊等が計画する集合訓練等への参加 

６ 

 必要に応じ、他の部隊等准曹士先任が計画する集

合訓練に参加 

必要により、他の編単群

部隊等の准曹士先任が計

画する意見交換等に出席 

必要により、他の編単隊

等の関係会議等に出席 

７  家族支援（海外派遣及び災害派遣等による不在間）に関する指揮官の補佐 

８ 
 准曹士隊員間の意思疎通や融和団結等を目的としたレクリエーションの計画等、

福利厚生に関する事項 

９ その他、部隊等の長から特に命ぜられた事項 

７
 



８ 

付紙第２ 

編合部隊等准曹士先任付の配置 

 

１ 編合部隊等准曹士先任付の位置付け 

編合部隊等准曹士先任が行う業務を補佐する者であり、将来の空自准曹士先任又は 

編合部隊等准曹士先任として活躍が期待できる者を配置し、編合部隊等の長及び准曹 

士先任の視点から部隊特性等を習得させる。 

２ 編合部隊等准曹士先任付の職務等 

准曹士先任の補佐を実施するものとし、細部の業務は次を基準とする。 

(1) 編合部隊等准曹士先任の文書業務及び資料作成の補助、整理及び保管等 

(2) 編合部隊等准曹士先任のスケジュール管理 

(3) 編合部隊等准曹士先任の各種行事等への参加に伴う旅行計画の作成 

(4) 准曹士先任集合訓練等の諸調整及び準備 

(5) 他自衛隊及び米軍等との交流に関する調整 

(6) 部隊訪問に関する調整等 

(7) 准曹士先任業務に係る情報収集等 

(8) その他、編合部隊等准曹士先任からの特命事項 

３ 編合部隊等准曹士先任付の補職要領等 

原則として、次の要領による。 

(1) 階級 

上級空曹 

(2) 配置期間 

１～２年を基準とする。 

(3) 配置先 

編合部隊等司令部総務部総務課 

(4) 補職要領 

異動による配置とする。 

(5) 選考要領 

ア 将来、編合部隊等准曹士先任として活躍が期待できる者 

イ 次の点について考慮する。 

（ｱ) 編制部隊等以上の司令部における勤務経験 

(ｲ) 異任による交流経験 

(ｳ) 上級空曹課程における成績 

(ｴ) 教官等勤務経験 

(ｵ) 上級空曹集合訓練参加経験 

(ｶ) 米空軍下士官課程等履修経験 

(ｷ) 日米下士官交流参加経験 

(6) 下番後の人事管理 

准曹士先任候補者として管理するもの 

とする。 

(7) その他 

勤務場所等の細部については、編合部隊等の長の計画による。 

 



付紙第３ 

編合部隊等准曹士先任等の経歴管理基準 
     段階区分 

項目 
全         般 

階級 

年齢 
配  置 

課程教育、集合訓練、 

他自衛隊、米軍等の課程 

中級段階 ２等空曹 

将来、編合部隊等の准曹士先任として活躍が期待される者は、昇任選考時の抜擢

又は補職期間の短縮に配慮した経歴管理を実施する。 

昇任後 

～３５ 

１ 術科学校の教官

を経験させる。 

２ 編合部隊、編制

部隊司令部及び編

制単群部隊の班員

に配置 

３ 勤務経験を踏ま

え、異任による交

流を考慮する。 

１ 編合部隊等計画によ

る２曹集合訓練への参

加 

２  米空軍下士官課程へ

の履修 

 １ 指導能力や業務能力等の将来性の把握に努めるとともに、視野の拡大

及び各種能力の向上を図る。 

２ 将来、編制部隊以上の准曹士先任としての活躍が期待される者につい

ては、必要に応じて抜てきを図る。 

３ 英語能力等を考慮し、日米下士官交流等で必要となる識能を付与す

る。 

上級段階 

１等空曹 

 １ 識能拡大に留意した経歴管理を開始する。 

２ 上級空曹集合訓練及び２曹集合訓練において教官等を実施し、識能の

拡大、特に、指導能力の向上を図る。 

３ 英語能力を考慮し、日米下士官交流等で必要となる識能を付与する。 

３５～ 

４０ 

１ 上級空曹課程の履修 

２ 編合（編制）部隊等

計画による上級空曹集

合訓練への参加 

３ 米空軍上級下士官課

程の履修 

空曹長 

１ 編合部隊等准曹士先任付に配置して、編合部隊等の長及び准曹士先任

の視点から部隊特性を習得する等、識能向上を図る。 

２ 編合部隊等准曹士先任付下番後は、編合部隊等准曹士先任候補者とし

て、当該勤務実績等及び編合部隊等准曹士先任の意見等を勘案の上、編

合部隊等以上の准曹士先任として養成を図る。 

３ 英語能力を考慮し、日米下士官交流等で必要となる識能を付与する。 

４ 上級空曹集合訓練及び２曹集合訓練において教官等を実施し、識能の

拡大を図る。 

４０～ 

４４ 

１ 編合部隊等准曹

士先任付として配

置 

２ 編単隊等におい

て指導監督する職

に配置（班長等） 

３ 部隊の状況に応

じて、一部は准曹

士先任として配置 

 

１ 編合（編合）部隊等

計画による上級空曹集

合訓練への参加 

２ 空幕計画及び各部隊

等計画の准曹士先任集

合訓練への参加 

３ 編合部隊計画のカウ

ンセリング講習への参

加 

４ 米空軍上級下士官課

程の履修 

准空尉 

 

准曹士先任 

１ 編合部隊等准曹士先任候補者は、努めて早期に編単隊准曹士先任、編単群准

曹士先任及び編制部隊准曹士先任を段階的に経験させ、識能拡大を図る。 

２ 准曹士先任集合訓練、上級空曹集合訓練及び２曹集合訓練において教官等を

実施し、識能の拡大を図る。 

３ 編合部隊等以上の准曹士先任勤務終了後、部隊等の司令部又は航空教育隊等

において、准曹士先任として活躍が期待できる者を始めとした後輩隊員の指導

に当たるほか、准曹士先任勤務で培った豊富な経験及び指導力を生かし、幹部

として勤務することを目標とする。 

４４～ 

 

１ 編単隊准曹士先

任に配置する。 

２ 以降、上位区分

の准曹士先任に配

置（指定）する。 

１ 空幕計画及び各部隊

等計画の准曹士先任集

合訓練への参加 

２ 他自衛隊の教育課程

等又は米空軍の短期講

習等への参加 

９
 



１０ 

付紙第４ 

 

准曹士先任配置計画 

 

１ 目的  

各部隊等において、次々期（約５年先）までの准曹士先任配置計画を作成すること

により、准曹士先任の計画的な育成及び継続的な確保を図るとともに、次期以降の准

曹士先任を明確にし、異動及び昇任管理等の資とする。 

 

２ 作成要領 

（1） 各部隊等は、属紙様式により、次々期（約５年先）までの准曹士先任配置計画を作

成する。 

 (2) 上位区分の准曹士先任配置計画から作成するものとし、作成後、隷下部隊等へ通

知する。 

 (3)  作成した准曹士先任配置計画は、指揮系統を通じて報告し、航空幕僚監部が取り

まとめる。 

 (4)  前号で取りまとめた准曹士先任配置計画は、准曹士隊員の異動候補者名簿作成時

期に合わせて各部隊等に共有し、必要に応じて、准曹士先任等の異動を調整する。 

 

３ 報告要領等 

   編合部隊等の長は､毎年９月末日までに隷下部隊等の准曹士先任配置計画を属紙様

式にとりまとめ、報告（補任課長気付）するものとする（登録外報告）。 

 

４ 調整時期等（基準） 

    各部隊の調整時期等は次表のとおりとする。 

なお、航空総隊においては、各航空方面隊に対しても通知するものとし、各航空方

面隊は、航空総隊の配置計画を踏まえ実施するものとする。 

 ４／四 次年度１／四 次年度２／四 次年度３／四 

空幕 
作成・調整・通知 

 

３月 

 通知 

9月 

名簿    異動調整 

共有   

  10月～11月 

編合部隊 
 作成・調整・通知 

 

４月～５月 

 異動調整 

 

10月～11月 

編制部隊 
 作成・調整・通知 

 

５月～６月    

報告 異動調整 

 

10月～11月 

編単群 

編単隊 

  

 

作成・調整     

報告 

７月～８月 

異動調整 

 
10月～11月 

 

 

 

 

 

 

 



 

（Ｘ年度）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

注：１　Ｘ年４月１日を基準に作成する。ただし、配置予定者の年齢は上番時の年齢とする。

　　２　階級、氏名（年齢）、保有特技、配置年月日、配置前部署及び上級部隊等先任補職希望を記入する。保有特技、配置年月日は、半角とする。

　　３　記入後は、個人情報、「注意（人事）」とする。

　　４　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。

属紙様式

記入後「注意（人事）」

准曹士先任配置計画
部隊等 ：

NO. 所　　　属
Ｘ年度 Ｘ＋１年度 Ｘ＋２年度 Ｘ＋３年度 Ｘ＋４年度

１
１



 

（３０年度）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

- 空自准曹士先任

1 北部航空方面隊

2 第２航空団

3 第３航空団

4 北部航空警戒管制団

5 第３高射群

6 第６高射群

准曹士先任配置計画（記入例）
部隊：北部航空方面隊

NO. 所　　　属
３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度

記入後「注意（人事）」

３４年度

准尉　三沢　三郎（５０）（定年34.2）（64390）
(28.4.12～）
(整備補給群補給隊から)
(北空准曹士先任希望)

次期３空団准曹士先任
(32.5.1～)
(飛行群准曹士先任　弘前准尉(50)（定年36.10）、整補群准曹士先任　八戸准尉(52)（定年
35.8）、基群准曹士先任　陸奥准尉(51)（定年34.2）から選考)

次々期３空団准曹士先任
(33.9.1～)
検査隊　十和田曹長(49)（定年37.11）（先任付）、装備隊　能代曹長(50)
（定年36.12）

　　３　記入後は、個人情報、「注意（人事）」とする。
　　４　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とし、横長に使用する。

准尉　北海　四郎（５０）（定年33.5）（30490）
(28.11.1～)
(北防群警通隊准曹士先任から)
(北空准曹士先任希望)

次期北警団准曹士先任
(31.9.1～)
(４２警准曹士先任　大湊准尉(50)（定年35.4）、４５警准曹士先任　当別准尉(50)（定年
36.5）、２８警准曹士先任　網走曹長(46)（38.8）から選考)

次々期北警団准曹士先任
(33.9.1～)
検討中

准尉　石狩　五郎（５３）（定年31.4）（31590）
(29.1.18～)
(３高群１０高隊准曹士先任から)

次期３高群准曹士先任
(31.5.1～)
(１０高隊准曹士先任　恵庭准尉(51)（定年34.3）、１１高隊准曹士先任　長沼准尉(50)（定年34.5）)

次々期３高群准曹士先任
(34.4.1～)
(９高隊　夕張曹長(50)（定年37.5）、２４高隊
由仁曹長(51)（定年36.6）（先任付）

准尉　東北　六郎（５２）（定年31.10）（28490）
(29.8.1～)
(６高群２１高隊准曹士先任から)

次期６高群准曹士先任
(31.11.1～)
(２０高隊准曹士先任　八雲准尉(50)（定年35.4）、２１高隊准曹士先任　車力准尉(49)（定年36.3）)

注：１　Ｘ年４月１日を基準に作成する。ただし、配置予定者の年齢は上番時の年齢とする。
　　２　階級、氏名（年齢）、保有特技、配置年月日、配置前部署及び上級部隊等先任補職希望を記入する。保有特技、配置年月日は、半角とする。

次々期空自准曹士先任
(33.9.1～)
検討中

准尉　青森　一郎（５０）（定年33.10）（27390）
(28.3.15～)
(前北警団准曹士先任)

准尉　千歳　二郎（５２）（定年31.12）（73290）
(29.12.20～)
(基地業務群本部から)

次期２空団准曹士先任
(32.1.20～)
(飛行群准曹士先任　札幌准尉(50)（定年35.2）、整補群准曹士先任　旭川准尉
(51)（定年34.10）、基群准曹士先任　函館准尉(52)（定年33.9）から選考)

次々期２空団准曹士先任
(33.9.1～)
飛行群　帯広准尉(51)（定年36.6）　整補群　釧路曹長(52)（定年35.10）

次期空自准曹士先任
(31.9.1～)
(北空准曹士先任(52)（定年33.8）、南西空准曹士先任(50)（定年35.6）から選考)

次期北空准曹士先任
(31.9.1～)
(北警団准曹士先任(52)（定年33.5）、３空団准曹士先任(51)（定年34.2）から選考)

次々期北空准曹士先任
(33.9.1～)
(２空団准曹士先任、３空団准曹士先任、北警団准曹士先任から選考)

准尉　空自　太郎（５２）（定年31.8）（42290）
(29.12.15～)
(前支援集団准曹士先任)

１
２



 

付紙様式

編合 編制 編単群 編単隊 基地

● 1 北空 当別 准尉 石狩 太郎 有 10000 H29.4.1 73290

● 1 中空 小松 曹長 金沢 一郎 有 10000 H31.4.1 32270 先任付経験者

1

2

3

4

5

6

7

8

1 春日 曹長 福岡 二郎 29370

1 那覇 曹長 沖縄 三郎 28470

定員の
有無

兼務
配置

記入後「注意（人事）」

准曹士先任等指定状況（ 　　年　　月　　日現在）

１　准曹士先任指定状況

区　　分 一連
番号

認識番号 部隊
区分

部隊等名 基地名 階級 備　　考
（６桁）

配置
特技

指定
年月日

主特技

記
入
例

123456 北警団　　４５警群　群本部　　

234567 6空団　整補群　装備隊

氏 名 生年月日 年齢

２　編合部隊等准曹士先任付指定状況

一連
番号

認識番号
部隊等名 基地名 階級 先任付下番後の配置予定 備　　考

（６桁）
氏 名 生年月日 年齢 主特技 先任付勤務期間

記
入
例

345678 西空司令部 H30.4.1～H31.3.31 西警団基群通信隊准曹士先任

456789 南西空司令部 H30.4.1～H31.3.31 未定

１
３

」


































